
犬山市議会第９３号議案 

 

   令和７年度犬山市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度犬山市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をす

ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

犬山市長 原  欣 伸  

 

国民健康保険特別会計　補正第３号　　　　　

1



（歳出） （単位 千円）

款 項

 8 諸支出金 9,877 2,000 11,877 

 1 償還金及び還付加算金 8,376 2,000 10,376 

 9 予備費 5,000 △2,000 3,000 

 1 予備費 5,000 △2,000 3,000 

6,804,071 0 6,804,071 

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

歳 出 合 計
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千円

納税通知書印刷及び封入封緘業務
令和7年度

｜
令和8年度

２，７９３

特定健診受診票等印刷及び封入封緘業務
令和7年度

｜
令和8年度

１，４１８

第　２　表　　債　務　負　担　行　為

事 項 期 間 限 度 額
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犬山市議会第９３号議案添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

 

 

 

 

犬山市国民健康保険特別会計補正予算事項別明細書 

 

 

 

単位：千円 
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１　総括

（歳出） （単位 千円）

 8 諸支出金 9,877 2,000 11,877 2,000

 9 予備費 5,000 △2,000 3,000 △2,000

6,804,071 0 6,804,071

一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

款 補正前の額 補 正 額 補正後の額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
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２　歳出

(款)  8 諸支出金 (項)  1 償還金及び還付加算金

 1 還付金 8,000 2,000 10,000 2,000

計 8,376 2,000 10,376 2,000

(款)  9 予備費 (項)  1 予備費

 1 予備費 5,000 △2,000 3,000 △2,000

計 5,000 △2,000 3,000 △2,000

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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.

22 償還金、利子及び割引料 2,000  1　還付金 2,000     

　　　　　　　　　　　 償還金

　　国保税還付金 2,000

.

28 予備費　　　　　　　　 △2,000  1　予備費 △2,000     

　　　 予備費 △2,000

節

説 明
区 分 金 額

節

説 明
区 分 金 額
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期 間 金 額 期 間 金 額
国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

納税通知書印刷及
び封入封緘業務

2,793
令和7年度

｜
令和8年度

2,793 2,793

特定健診受診票等
印刷及び封入封緘
業務

1,418
令和7年度

｜
令和8年度

1,418 1,418

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の

支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の
支 出 ( 見 込 ) 額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源
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